
平
成
十
九
年
二
月
六
日
受
領

答

弁

第

一

二

号

内
閣
衆
質
一
六
六
第
一
二
号

平
成
十
九
年
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
対
米
開
戦
通
告
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
対
米
開
戦
通
告
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

開
戰
ニ
關
ス
ル
條
約
（
明
治
四
十
五
年
条
約
第
三
号
）
第
一
条
は
、
戦
争
の
開
始
に
は
、
明
瞭
か
つ
事
前
の
通
告
が
必
要

と
さ
れ
る
と
の
趣
旨
を
規
定
し
て
い
た
。

二
に
つ
い
て

当
時
の
外
務
省
の
認
識
に
つ
き
確
定
的
な
こ
と
を
述
べ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

当
時
の
外
務
省
の
事
務
処
理
上
の
不
手
際
に
よ
り
お
尋
ね
の
「
遅
延
」
が
生
じ
た
こ
と
は
、
既
に
国
会
等
で
明
ら
か
に
し

て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

昭
和
二
十
一
年
に
外
務
省
が
行
っ
た
調
査
に
お
い
て
は
、
関
係
者
か
ら
の
聞
き
取
り
等
を
行
っ
た
。

五
に
つ
い
て

外
務
省
に
お
い
て
保
管
さ
れ
て
い
る
文
書
か
ら
は
、
御
指
摘
の
処
分
を
受
け
た
外
務
省
職
員
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な

一



か
っ
た
。

六
に
つ
い
て

国
家
の
重
大
な
局
面
に
お
い
て
、
遺
憾
な
事
態
を
招
い
た
と
考
え
て
い
る
。

二


